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我が国の主要資源の対外依存度

(Ⅱ－１）
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出典：日本海運の現状「（社）日本船主協会」

※ 対外依存度＝輸入量÷（輸入量＋生産量）×100

主要資源の対外依存度

・ 我が国は、エネルギー資源のほとんどを海外に依存し、衣食住の面において欠くことの
できない多くの資源を輸入に頼っている。

・ 我が国海運は、こうした海外からの物資の安定輸送に大きな役割を果たしている。

1



我が国の海上輸送依存度

(Ⅱ－2）
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国際貨物輸送量の推移

※ 出典：交通経済統計要覧（Ｈ１３）
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国内貨物輸送量の推移

・ ２０００年では我が国の海外貿易の９９％が
海上輸送に依存

・ 国内輸送の４１％が海上輸送に依存

(百万トンキロ）

（年）
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離島住民の生活を支える船舶交通

(Ⅱ－３）

・ 離島航路事業全体の３７％が公営又は第３セクター

・ 国内の旅客船輸送人員のうち４５％が離島航路
における人員輸送

区分 民営 第三セクター 公営 合計

事業者数 179 35 68 282

事業者経営形態

就航船舶

年度 航路数 隻数 総トン数 平均総トン数

12 316 620 289,602 467

13 332 629 285,405 454

14 334 629 287,472 457

※ 出典：海事レポート（平成14年版）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

輸送人員

輸送人キロ

離島航路

国内(離島航路を除く）

約５千万人 約６千万人

約１３億人キロ 約３０億人キロ
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輸送効率が高く環境負荷の少ない海上輸送

(Ⅱ－４）
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輸送手段別消費エネルギー

※ 出典：交通関係エネルギー要覧(2001年度版）

「１トンの貨物を１ｋｍ運んだ場合の必要な
エネルギー（１９９９年度）」

・ 内航海運の消費エネルギーは自家用自動車の１８分の１、営業用自動車の５分の１
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輸送手段別二酸化炭素排出量

「１トンの貨物を１ｋｍ運んだ場合の
二酸化炭素排出量（１９９９年度）」

※ 出典：交通関係エネルギー要覧(2001年度版）

・ 内航海運の二酸化炭素排出量は自家用普通トラックの７０分の１
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環境負荷を低減するモーダルシフト

(Ⅱ－５）

モーダルシフトのイメージ

モーダルシフトとは、トラックによる幹線貨物輸送を、

「地球に優しく、大量輸送が可能な海運または鉄道に
転換する」ことをいう。

･ モーダルシフトとは

･ モーダルシフトの主なねらい

・ＣＯ2排出量抑制

・エネルギー消費効率の向上

・道路混雑問題等の解消
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海上交通安全法

条約に準拠して、船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火・形象物、行うべき信号

等を規定

海上衝突予防法

船舶交通が著しく輻輳している東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の交通方法、

工事作業許可等を規定

船舶が輻輳している海域における港内の交通方法等を規定

港内の特別ルール

輻輳海域の特別ルール

沿 革

船舶交通安全のため
の一般的ルール

港 則 法

我が国においては、１８８９年の国際規
則を受けて、海上衝突予防法を制定し
たのをはじめとして、その後、数回の改
正が行われたが、最終的に昭和５２年、
１９７２年の国際条約を受けた現在の海
上衝突予防法を施行した。

昭和２３年に制定された港内における船

舶交通の安全及び港内の整頓を図るこ

とを目的とした法律である。本法は特別

法であり、海上衝突予防法に優先して

適用される。

昭和４８年に制定された輻輳海域にお

ける船舶交通の安全を図ることを目的と

した法律である。本法は特別法であり、

海上衝突予防法に優先して適用される。

海 上 交 通 の ル ー ル

海上交通三法

（Ⅲ－１）6
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主な港則法適用港（特定港）

港則法が適用される港*（５０１港）のうち喫

水の深い船・ 外国船舶が出入できる港

長崎

佐世保

＊港則法の区域：船舶の利用状況、地勢等の自然条件、
港湾施設の規模等を勘案し、港内の交
通安全と整とんを確保する必要があると
判断する範囲

（Ⅲ－１②）

海 上 交 通 の ル ー ル
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①備讃瀬戸東航路

②宇高東航路

③宇高西航路

④水島航路

⑤備讃瀬戸北航路

⑥備讃瀬戸南航路

①中ノ瀬航路

②浦賀水道航路

明石海峡航路

来島海峡航路

伊良湖水道航路

海上交通安全法の適用海域と航路

（Ⅲ－１③）

海 上 交 通 の ル ー ル
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東京湾内における船舶の通航方法等

港則法の海域

－港内は安全な速力で航行しなければならない

－行先を示す信号旗を掲揚しなければならない

－停泊場所、びょう泊場所等について港長の許可を得なけれ
ばならない

－夜間入港してはならない

－その他、区域毎に定められた特定の航法に従わなければ
ならない

海 上 衝 突 予 防 法 に よ る 一 般 的 航 法

海上交通安全法の海域

－長さ５０メートル以上の船舶は航路を航行をしなければなら
ない

－航路内は１２ノット以下で航行しなければならない

－浦賀水道航路は中央より右側を、中ノ瀬航路は北側へ一
方通行しなければならない

－巨大船等は航路入航予定等を海上保安庁へ通報しなけれ
ばならない

－海上交通安全法・港則法の適用海域外の航法
－海上交通安全法・港則法に定めのないものは同法による

東京湾海上交通センター

浦賀水道航路

中ノ瀬航路

千葉港

横須賀港

木更津港

京浜港

（東京区・横浜区・川崎区）

（Ⅲ－１④）

海 上 交 通 の ル ー ル
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船舶が安全確かつ能率的に航行するためには、常に自船の位置を確認し、危険な障害物を避け、安全な針路を把
握する必要があり、灯台等の航路標識はこのための指標として必要不可欠なものである。

航 路 標 識
航行援助 業 務航行援助航行援助 業業 務務

灯
台

灯標

灯浮標ロランＣ

船舶通航信号所

霧信号所

（Ⅲ－２）10



航行援助業務（航路標識の種類及び機能） 航 路 標 識

光 波 標 識 電 波 標 識 音 波 標 識 そ の 他

夜 標

灯台・灯柱

灯浮標

昼 標

立 標

ロランＣ局

ディファレンシャル
ＧＰＳ局（DGPS局）

無線方位信号所

中波標識局

レーマークビーコン局

レーダービーコン局

霧信号所 船舶通航信号所

潮 流 信 号 所
灯 標

照射灯

導 灯

浮 標

機能は、灯台、灯標と同じであるが、
灯火を発しない。

船舶が障害物の所在又は航路の所
在を確認する際の目標

船舶が障害物の所在を確認する際
の目標

船舶が狭水道や狭い湾口などで航
路を適切に航行する際の目標

船舶が障害物の存在や航路を適切
に航行する際の目標

機能は、灯浮標と同じであるが、灯
火を発しない。

船舶が主要変針点又は船位、港湾
の所在などを確認する際の目標

船舶がロランＣ受信機により、船位を
確認するための電波を発射する。３
～６局で１チェーンを構成する。

船舶がＤＧＰＳ受信機により、船位を
確認するためのＧＰＳの位置補正
データ等を乗せた電波を発射する。

船舶が方向探知機により送信局の
方位が測定することができるための
電波（中波）を発射する。

船舶のレーダー画面上に送信局の
方位を表示できるように電波（マイク
ロ波）を発射する。

船舶のレーダー画面上に送信局の
位置を表示できるように電波（マイク
ロ波）を発射する。

視界不良時に船舶に対し灯台の所
在や岬の突端等の方向を音で知ら
せる。

船舶交通のふくそうする海域におけ
る船舶交通の安全に関する情報を収
集し、その情報を無線電話、テレホン
サービス、電光表示板で知らせる。

航路標識基数（平成１４年度末）

単位：（基）

5,428
5,347
3,344

2
457
161
52
18

1,313
81
41
40

123
4

27
92

中  波  標  識  局 17
マイクロ波標識局 75

レーマークビーコン局 45
レーダービーコン局 30

音波標識
20

その他の標識 33
船舶通航信号所 25
潮 流 信 号 所 8

5,604

ロ ラ ン Ｃ 局

指 向 灯

昼 標
立 標

電 波 標 識

灯 浮 標

導 灯

区                 分

浮 標

光 波 標 識

ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙGPS局

合             計

霧 信 号 所

基　数

無線方位信号所

夜 標
灯 台
灯 柱
灯 標
照 射 灯

航 路 標 識

（Ⅲ－２②）

船舶に潮流の方向、変化を灯光、無
線電話、テレホンサービス、電光表
示板で知らせる。

マイクロ波標識局
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東京湾や瀬戸内海などの船舶のふくそうする海域においては、船舶の安全かつ効率的な運航を確保するため、海上交通に関する

情報提供と航行管制を一元的に行うシステムとして、海上交通情報機構などを整備し、海上交通センターが運用にあたっている。

海上交通センターでは、海上交通に関する情報を常時把握・分析し、航行船舶に対して、情報提供を行うとともに、巨大船などが航

路を安全に航行できるように航行管制を実施している。

東京湾や瀬戸内海などの船舶のふくそうする海域においては、船舶の安全かつ効率的な運航を確保するため、海上交通に関する

情報提供と航行管制を一元的に行うシステムとして、海上交通情報機構などを整備し、海上交通センターが運用にあたっている。

海上交通センターでは、海上交通に関する情報を常時把握・分析し、航行船舶に対して、情報提供を行うとともに、巨大船などが航

路を安全に航行できるように航行管制を実施している。

海上交通情報機構等の整備状況

海上交通情報機構の機能海上交通情報機構の機能

海上交通情報機構

東京湾海上交通センター

（Ⅲ－３）13
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空洞化が進む我が国の産業

(Ⅳー１）

我が国の海外生産比率の推移

※ ・ 「製造業の海外生産比率」＝現地法人（製造業）売上高／国内法人（製造業）売上高×１００
※ 出典：法人企業統計「財務省」

(%)

(年)

内的要因

① 経済社会の熟成

② 高コスト構造

③ サプライマネージメントの進展

外的要因

① グローバル競争の激化
水平分業の進展

② アジアマーケットの拡大

③ IT化の進展とこれによる日本の
地位低下

産業空洞化の背景

・ グローバル競争の激化等に伴い進む我が国の産業空洞化

・ ２０００年の製造業における海外生産比率は１４．３％
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(Ⅳ－２）

地位が低下する我が国の港湾
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製品に占める物流コスト

(Ⅳ－３）

売上高に占める物流コストの比率 物流機能別構成比

※ 物流機能別構成比のうち「その他」は梱包費、荷役費、物流管理費
※ 出典：2000年度 業種別物流コスト実態調査

「（社）日本ロジスティックシステム協会」

・ 売上高に占める物流コストの比率は約６％

・ 物流コストにおける輸送費の比率は約６０％
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1965 75 85 95 2000

（年度）輸送費 保管費 その他

輸送費の低コスト化が必要

16



環境問題と運輸交通

(Ⅳ－４）

・京都議定書の締結（温室効果ガスの排出量1990年比９４%まで削減）

・輸送機関別二酸化炭素排出量

海運・鉄道海運・鉄道トラック輸送トラック輸送

12.3% 40.0%

2.0%4.3% 0.4% 6.9%

13.5%

20.7%

エネルギー転換部門 産業部門

民生（家庭）部門 民生（業務）部門
運輸部門 工業プロセス

廃棄物 その他

16.7%

11.3% 56.4%

1.7%
2.7%

1.7%

4.0%5.5%

自家用車 自家用貨物車 営業用貨物車 タクシー

バス 内航海運 鉄道 航空

・我が国が排出する二酸化炭素排出量

の部門別内訳

17

※出典：2000年度の温室効
果ガス排出量について

「環境省地球環境局」

※出典：運輸部門 環境年次報
告書2001-2002

「交通ｴｺﾛｼﾞｰ・ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰ財団」



大規模海難が経済社会に与えるダメージ

(Ⅳ－５）

発   生
年月日

船種 船名等 総トン数 発生場所 海難内容 損害内容 備考

H5.7.23 タンカー 遼洋丸 699
静岡県
  爪木崎沖

衝突
軽油
約267kl流出

H5.12.23 タンカー 第1内海丸 1,583 今治市小島東灯標沖 衝突
灯油
約94ｋｌ流出

H7.4.1 貨物船 MARQUESA 36,559
大分県
  津久見市沖

乗揚
重油
約140ｋｌ流出

H7.6.22 貨物船
MINERAL
 DAMPIER

87,709
鹿児島県
  西方沖

衝突
沈没

重油
約107ｋｌ流出

H7.9.3 タンカー 宣洋丸 895
大分県
  西国東郡香々

衝突
重油
約94ｋｌ流出

H8.4.20 貨物船
SOUTHERN
 VENTURE

25,725 沖ノ鳥島 乗揚
重油
約700ｋｌ流出

H9.1.2 タンカー ＮＡＫＨＯＤＫＡ 13,157
島根県
  隠岐島沖

折損
沈没

重油
約6,240kl流出

H9.7.2 タンカー
DIAMOND
 GRACE

147,012
横浜市
  本牧沖

底触
原油
約1,550Kl流出

H10.9.4 タンカー 第8大寿丸 998
北海道
  奥尻沖

衝突
軽油
約260kl流出

H11.9.24 貨物船 SEA HOPE 1,698
徳山市
  下松港沖

乗揚
重油
約110ｋｌ流出

※ 出典：海上保安レポート２００２

「海上保安庁」

（500t以上の船舶による油流出を伴う海難）

・ ダイヤモンドグレース号油流出事故による被害額３０億円
・ ナホトカ号重油流出事故における被害額２８２億円

18

出典：平成１３年度 東京湾におけるリスク・アセスメントに関する調査研究報告書

「（社）日本海難防止協会」



15.28%

5.09%

26.44%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

1 98 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0
2 0 0 1

ＧＰＳの登場、普及

(Ⅳ－６）

ＧＰＳ受信機の搭載状況推移

※ 出典：受信機搭載状況調査「海上保安庁」

ＧＰＳのイメージ

GPS衛星（ブロックⅡ）

GPS（Global Positioning System)
GPSは、米国が運用する衛星航法システムであり、２４個の衛星のうち３個以上の衛星

からの電波の到達時間差により地球上での位置を測定するシステムである。
この測位システムの特徴は、場所・時間を選ばず世界中どこでも使用することができ、

また、その精度が良好にかつ安定しているところにある。

一般船舶 → 国土交通省海上交通局（平成13年）調査 ： 9,556隻
漁船 → 農林水産省（平成11年）調査 ：214,932隻
プレジャーボート → 財団法人日本海洋レジャー安全・振興会（平成11年）：352,000隻

総数：576,488隻

（年）

19



Ｅ Ｃ Ｄ Ｉ Ｓ の 登 場

(Ⅳ－７)

電子海図表示システム
(Electronic Chart Display and Information System： ECDIS)

電子海図表示システム（ECDIS）は、電子海図（ENC）とＧＰＳ等によって得られた自船の位置を同じ
CRT画面に表示するばかりでなく、他の情報（レーダー、ＡＩＳによる他船の情報、気象及び航路情報等）
を同じCRT内に整理し表示する機能を持っているシステムである。

電子海図表示例

電子海図表示システム

舶用レーダー

ｼﾞｬｲﾛｺﾝﾊﾟｽ

ﾅﾌﾞﾃｯｸｽ受信機

GPS受信機

AIS受信機
風向風速計

20



ＡＩＳの登場、搭載義務化

ＡＩＳ（Automatic Identification System）

ＡＩＳは、船舶の識別符号、種類、位置、進路、速力、航行状態及びその他の安全に関する

情報を自動的にＶＨＦ帯電波で送受信し、船舶局相互間及び船舶局と陸上の航行援助施設等
との間で情報の交換を行うシステムである。

AIS
情報

陸上施設

AIS
情報

・ 位置情報
・ UTC（世界標準時）
・ 対地針路
・ 対地速度
・ 船首方位
・ 航行状況
・ ROT（回頭率）

動的情報動的情報

・ IMO番号
・ 呼出符号と船名
・ 船の長さと幅
・ 船の種類
・ 測位アンテナの位置

・ 船の喫水
・ 危険貨物（種類）
・ 目的地
・ 到着予定時刻
・ 航行の安全に関する情報

航行関連情報航行関連情報
静的情報静的情報

(Ⅳ－８)21



※

ＡＩＳの登場、搭載義務化

(Ⅳ－８②)

ＡＩＳ搭載義務化スケジュール

新造船

　タンカー  300総トン以上

 50,000総トン以上

 10,000総トン以上

 3,000総トン以上

 300総トン以上

国際航海に

従事しない船舶
　500総トン以上の船舶

 国際航海に従事する300総トン以上（ただし、旅客船

は全て）の船舶

現存船

国際航海に

従事する船舶

　全ての旅客船

 旅客船、タン

カー

 以外の船舶

2003

7/1

2004

7/1

2005

7/1

2006

7/1

2007

7/1

2008

7/1

200 2

7/1

・ ＡＩＳの搭載義務

ＩＭＯによる性能要件の勧告により、ＳＯＬＡＳ条約で船舶搭載設備として追加され、

２００２年７月１日から順次、一定条件の船舶に対して搭載が義務付けられた。
ＳＯＬＡＳ条約を受け我が国においても船舶設備規程により搭載が義務付けられた。

H14.12に行われた第５回海上人命安全条約締約国政府会議において、

早期導入が決定された

※

22



大型化、高速化が進む船舶

(Ⅳ－９）

2,668

1,900 2,237

1,670

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 1998

1隻あたり総トン数 1隻あたり取扱貨物量(ﾄﾝ)

東京湾主要６港における１隻あたりの総トン数・取扱貨物量の推移

※ 出典：新しい交通体系の構築に関する調査報告（平成１３年度）
「（社）日本海難防止協会」

（年）

（トン）

・ ２０年間で総トン数、積載トン数ともに約８００トンの大型化



10.6

12.2
12.8 12.4

13.7

10.1

15.7 15.7
14.7

11.2

12

10.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

貨
物

船

専
用

船

貨
客

船

客
船

自
動

車
航

送
船

油
送

船

S56

H13

用途／速力 昭和56年 平成13年

貨物船 10.6 ﾉｯﾄ 11.2 ﾉｯﾄ

専用船 12.2 ﾉｯﾄ 12 ﾉｯﾄ

貨客船 12.8 ﾉｯﾄ 15.7 ﾉｯﾄ

客船 12.4 ﾉｯﾄ 15.7 ﾉｯﾄ

自動車航送船 13.7 ﾉｯﾄ 14.7 ﾉｯﾄ

油送船 10.1 ﾉｯﾄ 10.2 ﾉｯﾄ

内外／速力 昭和56年 平成13年

内航船 10.4 ﾉｯﾄ 11.8 ﾉｯﾄ

外航船 15 ﾉｯﾄ 16.8 ﾉｯﾄ

・ 昭和56年に比べ内航・外航船舶ともに１ノットから２ノットの高速化

出典：船舶統計（S56)
〃 (H13)

内 航 ・ 外 航 別

11.8

16.8

10.4

15

0

5

10

15

20

内航船 外航船

S56

H13

(ﾉｯﾄ)
用途別(ﾉｯﾄ)

大型化、高速化が進む船舶

・ 客船・貨客船の高速化が著しい

高速化が進む船舶

（Ⅳ－９②）24



我が国の漁業活動

(Ⅳ－１０）

1998 1999 2000
中国 44,472 47,500 49,636

ペルー 4,348 8,439 10,667
日本 6,671 6,638 6,400
インド 5,376 5,693 5,790
米国 5,181 5,310 5,216

主要国別漁獲量

出典：水産統計（平成14年版）
「農林水産省統計情報部」

・ 我が国の漁船隻数は２０万隻

・ 我が国の漁獲量は６４０万トンで世界第３位

漁　船

内航商船

自動車航送船

その他

外航商船

避難船

鉄道連絡船

漁船39.5%

内航商船35.0%

自動車航送船19.3%

その他3.7%

外航商船1.7% 避難船0.6%

鉄道連絡船0.3%

（千トン）

船種別港湾利用隻数（漁港を含む）

25



増加する外国船舶

(Ⅳ－１１）

32%

17%12%
9%

18%

3%
3%

2%
2%
1%

1%

パナマ ロシア 韓国 中国

リベリア シンガポール キプロス ホンデュラス

バハマ フィリピン その他

81,579

106,717

66,631

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1
9
7
6

7
8

8
0

8
2

8
4

8
6

8
8

9
0

9
2

9
4

9
6

9
8

0
0

（年）

（隻）

※ 出典：港務統計 「海上保安庁」
※ 出典：海運統計要覧２００２「日本船主協会」

・ 特定港への入港状況は、１０年で約２万５千隻増加

外国船舶の特定港への入港状況の推移 外国船舶の船籍国別の入港比（２０００年）

・ 外国船の船籍国別の入港比率は、パナマ、ロシア船籍の船舶が約５０％
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増加する外国船員

(Ⅳ－１２）

121,969

4,649

118,483

5,273

115,283

5,929

108,471

5,918

102,407

7,218

99,492

7,969

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000（人）

1995 96 97 98 99 2000
（年）

日本人船員 外国人船員

※ 外航船員、内航船員、漁船員等の総人数より算出
※ 出典：日本海運要覧２００２「日本船主協会」

・ １９９５年の外国船員の比率は４％、２０００年では７％に増加

我が国の船員数の推移
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0
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350
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

（年）

（千隻）

水上ｵｰﾄﾊﾞｲ

ヨット

ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ

増加するマリンレジャー愛好者、プレジャーボート

(Ⅳ－１３）

51 49 51 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

96
80 84 88 94 99 105 113 123 134 143 150 158 165 173 181 189 199 205

0

50

100

150

200

250

300

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

（年）

（万人）

４、５級

１～３級

※ 出典：運輸白書(H12)

小型船舶操縦士受有者

・ プレジャーボートの保有隻数は約４７万隻

・ 小型船舶操縦士受有者は約２８０万人

（２００１年現在）
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668 704
574 635

624

562 538
579

604 624

2,212

2,269

1,955

1,8261,844 1,851 1,990

1,7801,8851,857

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

19
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

（隻）

（年）

3海里未満 3海里以上

我が国周辺海域での海難発生状況

(Ⅳ－１４）

2836

2364

2614

152157

213

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1992 93 94 95 96 97 98 99 00 01 （年）

（隻）

0

50

100

150

200

250

（人）

海難 死亡・行方不明者

※ 出典：海上保安レポート２００２

海難隻数及び死亡行方不明者の推移 離岸距離別の推移

・ 海難の件数は増加傾向、死亡・行方不明者は減少傾向

・ 海難の８割が港内を含む沿岸３海里以内
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ふくそう海域で多発する海難

（Ⅳー１５）

5,996

1,744

6,564

※ １９９１－２０００の統計（異常気象を除く。）
ふくそう海域 ： 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門海峡（港内を含む。）
港内 ： ふくそう海域内の港を除く。

※ 出典：海難統計「海上保安庁」

衝突・乗揚による海難

ふくそう海域
（４２％）

件

港内
（１２％）

件

件

その他
（４６％）

・ 「衝突・乗揚」による海難のうち「ふくそう海域」「港内」で発生しているものが５４％
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外国船舶の海難

(Ⅳ－１６）

162
194

146
192

221
179 176

146
179 168

104

100

66

95

95

81
65

89

81
68

0

50

100

150

200

250

300

350

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 （年）

日本船舶

外国船舶

（隻）

出典：船舶海難と人身事故の発生と救助の状況
「海上保安庁」

650
46

71

242

278 29

25

401 25

21

81

14

269

137

4
63

5
113

21

166

175

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

日本船舶 外国船舶

その他

不可抗力

老朽衰耗等

機関取扱不良

運航その他

居眠運航

水路調査不十分

気象・海象

操船不適切

船位不確認

見張不十分

総トン数１，０００トン以上の海難船舶の推移 外国船舶と日本船舶の海難原因別発生状況（２０００年）

・ 総トン数１，０００トン以上の船舶の７割が外国船舶

・ 外国船舶の海難原因のうち３割が操船不適切
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プレジャーボート等小型船舶の海難

(Ⅳ－１７）

513
578 592 613

665 681
749

816

1,1571,037

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
（年）

（隻）

※ 出典：海難統計「海上保安庁」

海 難 件 数 原因別割合(1992～2001年）

・ プレジャーボートの海難は、約１，０００隻であり１０年前の２倍

・ 原因の４０％が機関取扱不良・見張不十分、ついで操船不適切・気象海象不注意

19%

18%

10%

10%8%12%

23%

機関取扱不良 見張不十分 操船不適切 気象海象不注意

運航その他 不可抗力 その他

プレジャーボートの海難
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※ 出典：海難統計「海上保安庁」

889
987

857
836

799

907

906

1002

959 944

0

200

400

600

800

1000

1200

199 2
1 9 9 3
1 9 9 4
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 7
1 9 9 8
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1

50%

9%

4%
7%8%5%

17%

見張不十分 操船不適切 気象海象不適切 居眠運転

機関取扱不良 老朽衰耗等 その他

(Ⅳ－１７②）

原 因 別 割 合（1992～2001年）

・ 原因の５０％が見張不十分

・ 漁船の海難は、約９００隻前後で、ほぼ横ばい

漁船の海難

海 難 件 数

（件）

（年）

プレジャーボート等小型船舶の海難
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ＡＩＳ陸上局ＡＩＳ陸上局

海上交通センター海上交通センター

主要船舶交通ルートにおける
新たな船舶交通体系の構築イメージ

バーチャル航路標識の設置バーチャル航路標識の設置

航路標識の高機能化、高規格化航路標識の高機能化、高規格化

海上交通安全法海域海上交通安全法海域

港則法海域港則法海域

港則法海域港則法海域

既設航路標識の機能維持既設航路標識の機能維持

海上交通情報機構の拡充海上交通情報機構の拡充

港内交通管制室港内交通管制室

データネットワーク

データネットワーク

港内マーチス港内マーチス

ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの構築ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの構築

航路標識の高機能化、高規格化航路標識の高機能化、高規格化

既設航路標識の機能維持既設航路標識の機能維持

ＡＩＳ情報

既設航路標識の機能維持既設航路標識の機能維持
(Ⅴ－２）35



海上交通センター

ＡＩＳ陸上局

ＡＩＳ陸上局

ＡＩＳネットワーク

ＡＩＳネットワーク

ＡＩＳネットワーク

静的情報
・IMO番号

・呼出符号
・船の長さと幅
・船名等 動的情報

・船の位置
・対地針路
・船首方位
・対地速力等

ＶＴＳからの情報
・航行の安全を
支援する情報

GPS

航海関連情報
・船舶の喫水
・仕向港(目的地)
・到着予定時刻
・危険貨物（種類）等

(Ⅴ－３）

ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの構築
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(Ⅴ－１②）

東京湾海上
交通センター

横 浜

東 京

管制待ち

センター！ こちら△丸！
今、湾口を通過した。

航路入航時に、再度
連絡願います。

また、管制待ちだ！
タグボートもトラックも

待っているのに…

管制待ち

管制待ち

横 浜

千 葉

通報なしで操船
に専念できる！

順調だ！予定時刻
に入港できそうだ。

東京湾海上
交通センター

東 京

ＡＩＳ陸上局ＡＩＳ陸上局

ＡＩＳ陸上局ＡＩＳ陸上局

整 備 後

千 葉

現 状

管制待ち

ＡＩＳで船舶情報の詳細が
把握できるため的確な
管制ができる。

(Ⅴ－３②）

ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの構築

37



海上交通情報機構の拡充

（V－４）0                                10                             20                               30km

備讃瀬戸東航路

備讃瀬戸北航路

備
讃

瀬
戸

南
航

路

水
島
航
路

豊島

小豆島岡山県

備讃瀬戸海上交通センター

水島

高松市

坂出市

丸亀市

宇
高
東
航
路宇 高 西 航 路

地蔵埼

直島

玉野市

香川県

男木島

日比レーダ局
レーダ局候補地

下津井レーダ局

高見島

広島

本島

本島

現行サービスエリア

東部海域レーダ有効エリア（計画）

柏島

瀬戸内海（備讃瀬戸）海上交通情報機構
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航 路 標 識 の 機 能 回 復

（Ｖ－５）

・耐震補強整備

・航路標識機器の信頼性回復

・老朽化した航路標識のリフォーム

茂津多岬灯台
所在地 北海道島牧郡島牧村（茂津多岬）

出雲日御碕灯台（石造）：明治３６年４月１日設置
所在地 島根県簸川郡大社町

石積目地取替え工法

耐震補強整備

改 修 後

老朽化した航路標識のリフォーム
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航 路 標 識 の 高 機 能 化 ・ 高 規 格 化

灯浮標の番号を発光させることに
より、標識の特定が容易になる

○ 光力増大 都市背景光に埋没しない強い光力になる。

○ 同期点滅化 灯火を航路単位で一斉点滅することにで、航路形

状が線としてハッキリ確認できる。

○ 光源のＬＥＤ化 荒天時にも、灯火が明るく鮮明に視認できる。

○ 灯浮標番号の発光表示化 夜間でも標識の特定が容易になる。

航路がハッキリ確認できる

同期点滅化
番号発光表示化

光力増大

同期点滅化

光源のＬＥＤ化

番号発光表示化

（Ⅴ－６）

高機能化
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(Ⅴ－６②）

電球からLEDへ

・光力がアップ
・発散角がアップ
・光が鮮明
・省電力化

荒天時にも灯火が明るく鮮明

従来の灯器 LED灯器

ＬＥＤ化による配光特性の変化
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LEDⅡ型

従来型灯具

2マイル

従来の灯器
LED灯器

航 路 標 識 の 高 機 能 化 ・ 高 規 格 化

高機能化
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【灯浮標】【浮体式灯標】

○ 浮体式灯標化 標識の振れ回りを解消し、航路法線を高い精度で標示することで、

・航路幅を広く有効に活用できる。

・航路が直線的に標示できる。

・航路外の危険なエリアがハッキリ確認できる。

○ 光源のＬＥＤ化 荒天時にも、灯火が明るく鮮明に視認できる。

航 路 標 識 の 高 機 能 化 ・ 高 規 格 化

高規格化

(Ⅴ－６③）42



航行援助システムのＩＴ化

(Ｖ－７）

海事関係機関等

・入出港制限、避難勧告

・漁業区画、定置網情報

・航路標識の異常 等

（海上保安部・海上交通センター）

インターネット携帯電話ラジオ 電話・ＦＡＸ電光表示板

灯台等に設置した

テレビカメラの映像

航行船舶からの情報

情報提供

情報の編集等

一般船舶 プレジャーボート マリンレジャー愛好者漁協・一般家庭

気象･海象情報
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
直
接
操
作
が
可
能
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全体基数：５，４９４基（昼標を除く）

化石燃料を使用した

発電装置

CO2 風力発電

太陽光発電

二酸化炭素の排出量削減

229

空気電池

特別管理産業廃棄物処理場

太陽光発電

航路標識のクリーンエネルギー利用基数（平成14年度末基
数）

2,184

5

388

2,472

13

203

太陽電池

波力発電

複合電源

風力発電

購入電力

自家発電

空気電池等

特別管理産業廃棄物の排出量を「0」に

クリーンエネルギーを利用した航路標識の整備

(Ⅴ－８）

707.3

685.9 685.9

676.3

666.6

657

3.9

21.4

0

9.6 9.6 9.6

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

H13 H14 H15 H16 H17 H18年度

単位（t-c)

0

5

10

15

20

25

CO2排出量 CO2削減量

H18年度までに航路標

識からの二酸化炭素排
出量をH13年度比７%削

減（約657.5t-c）

H18年度排出量：６５７t-c

44


